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南大野小学校ＰＴＡ規約 
 

 

 

 

第 １ 章  名称と事務所 
 

第 １ 条  この会は、相模原市立南大野小学校ＰＴＡといい、事務所を相模原市立南大野小学校にお

きます。 

 

第 ２ 章  目的と活動 
 

第 ２ 条  この会は、民主的な教育の実施と向上のために、保護者と教職員が互いに協力し、児童

の心身の発達、および福祉を増進し、あわせて会員相互の理解と親睦を深めることを目

的とします。 

 

第 ３ 条  この会は、前条の目的達成のため、次の活動をします。 

       （１）よりよい保護者、教職員となるための活動。 

       （２）学校と家庭との緊密な連絡によって、児童の健全な成長をはかるための活動。 

       （３）児童の生活環境をよくするための活動。 

       （４）公教育費を充実するための活動。 

       （５）その他、目的達成に必要な活動。 

 

第 ４ 条  この会は、活動に際し次の項目を遵守します。 

       （１）児童の教育ならびに福祉のために活動する他の団体および機関と、必要に応じ協力

します。 

       （２）特定の政党や宗教を支持することなく、また営利を目的とするような行為はしませ

ん。 

       （３）この会またはこの会の役職の名で、公の選挙活動をしません。 

       （４）学校とＰＴＡは相互に独立し、尊重し合います。 
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第 ３ 章  会員と会費 
 

第 ５ 条  この会の会員は、本校に在籍する児童の保護者またはこれに代わる者、および本校教職員

とします。 

 

第 ６ 条  会員は１世帯１会員とし、決められた会費を納入します。 

 

第 ７ 条  会費は総会で決定します。 

 

 

第 ４ 章  機  関 
 

第 ８ 条  この会は、学年会、教職員会、地区会の３つを構成母体とし、総会、全委員会、運営委員

会の機関をおきます。 

 

第 ９ 条      総  会 

 

（１）全会員をもって構成され、この会の最高の議決機関とします。 

（２）定期総会は年１回とし、前年度の会長が招集します。 

（３）全委員会が必要と認めた時、または会員の３分の１以上の要求があったとき、臨時

総会を開きます。 

（４）総会の成立は会員の５分の１以上（委任状を含む）とし、議決は出席者の過半数の

同意を必要とします。ただし、規約改正については出席者の３分の２以上の同意を

必要とします。 

       （５）総会は次の機能をもちます。 

          事業報告・決算・事業計画・予算の審議承認、役員の承認など。 

（６）総会の日時、場所および議案書は５日前迄に全会員に通知します。 

（７）運営委員会または本部役員会で了承を得た場合は、書面による総会を可とします。 

 

 

第 10 条      全 委 員 会 

 

（１）推薦委員、会計監査委員以外の全委員、および本部役員で構成され、総会に次ぐ審

議、および議決の機関です。 

（２）運営委員会が必要と認めた時、または全委員の３分の１以上の要求があった時に開

きます。 

（３）会長が招集し、全委員の３分の２以上の出席によって成立し、議決は出席者の過半

数の同意を必要とします。 

（４）年度始めに事業計画を立案し、運営委員会、各委員会にゆだねます。 
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第 11 条      運 営 委 員 会 

 

（１）本部役員、学年委員、イベント実行委員会および校外生活委員会の代表者２名と、

各特別委員会の代表者１名で構成します。 

（２）会長が招集し、運営委員の３分の２以上の出席によって成立します。 

（３）次の仕事をします。 

◆総会で承認された事業等について企画、推進します。 

◆各委員会の事業計画、予算、決算の連絡や調整をはかります。 

◆各学級・学年の情報交換をします。 

◆その他の問題等については、原案を立て検討し運営します。 

 

 

第 ５ 章  組  織 
 

第 12 条  本部役員、全委員は会員の意見を尊重し、会の目的にそって協力しあい、活動します。 

 

第 13 条      本 部 役 員 会 

 

（１）会長（保護者 1名）・副会長（保護者２名・教職員 1名）・書記（保護者３名・教職

員１名）・会計（保護者 1 名・教職員 1 名）で構成します。ただし、上鶴間ブロッ

クの当番校に当たった年度は、必要に応じて若干名の増員を可能とします。 

（２）次の仕事をします。 

◆運営委員会にはかる、諸事について協議します。 

◆会長は、この会を代表とすると共に会全体を把握し、対外的な窓口となります。 

◆副会長は、会長を補佐し、会の円滑な運営のための諸事務を行います。 

◆書記は、会の記録、通信、庶務にあたります。 

◆会計は、会の会計事務などにあたります。 

 

第 14 条      学 年 委 員 

 

（１）各学年より学級数と同数を選出します。ただし、あじさい級については、1 名をそ

の年度の実情により選出します。 

（２）必要に応じて、学年委員連絡会を開くことができます。 

（３）協力して次の仕事をします。 

◆教職員と共に子ども達の教育のための話し合いを行い、あわせて会員の意識向上、

親睦をはかるための活動を推進します。 

 

 

 

 

 



- 5 - 

第 15 条      イベント実行委員会 

 

（１） 各学年より２名以上から学級数と同数まで、および教職員会より 1名で構成します。

その中より互選で正副委員長及び代表者２名を選出します。 

（２）正副委員長と代表者の兼任を妨げません。 

（３）代表者は運営委員会に所属します。 

（４）次の仕事をします。 

◆総会で承認された事業等について企画、推進します。 

 

第 16 条      校外生活委員会 

（１） きずき、南新町、中和田、ハイライズ、谷口、パークスクエアの６地区より 

選出された校外生活委員と、教職員会から選出された委員で構成します。 

各地区ごとに地区長を選出し、その中より互選で正副委員長を選出 

します。また委員の中より代表者２名を選出します。 

（２）正副委員長と代表者の兼任を妨げません。 

（３）代表者は、運営委員会に所属します。 

（４）次の仕事をします。 

◆校外における児童の生活指導、および安全教育に関する活動を推 

進し、子ども会との連携、その他地区に関する諸活動に協力します。 

 

第 17 条      特 別 委 員 会 

（１）会員の希望により、総会の議を経て任期を定め、委員を選出し、設 

   置することができます。委員は運営委員会に申し出て、会の構成要 

   員となり、互選により委員長及び代表者１名を選出します。 

（２）委員長と代表者の兼任を妨げません。 

（３）代表者は運営委員会に所属します。 

 

第 18 条      推 薦 委 員 会 

（１） 各学年より２名以上から学級数と同数まで、および教職員会より 1名で構成します。 

      その中より互選で正副委員長を選出します。 

（２）推薦委員会は、次期本部役員、会計監査委員を推薦し、総会におい 

て承認を得ます。ただし、教職員の役員選出に関しては、教職員会 

に一任します。また、あらかじめ候補者の同意を得て、定期総会前 

にその氏名を全会員に通知します。 

総会において承認された役員は直ちに就任します。 

（３）本部役員、会計監査委員に欠員が生じ、補充の決議を受けた場合は、 

当該年度の推薦委員会が推薦し、全委員会において承認を得ます。 

また、あらかじめ候補者の同意を得て、全委員会前にその氏名を全 

会員に通知します。 

全委員会において承認された役員は直ちに就任します。 

（４）上鶴間ブロックの当番校の年度において、増員の決議を受けた場合は、 

当該年度の推薦委員会が推薦し、全委員会において承認を得ます。 
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また、あらかじめ候補者の同意を得て、全委員会前にその氏名を全会 

員に通知します。 

全委員会において承認された役員は直ちに就任します。 

 

第 19 条      会 計 監 査 委 員 

（１）この会には、会計監査委員（保護者２名）をおきます。他の委員とは、兼任できま

せん。 

（２）次の仕事をします。 

◆中間、および年度末に会計監査をします。 

◆総会において監査報告をします。 

 

第 20 条  本部役員、全委員の任期は 1年とし、再任を妨げません。 

 

第 21 条      本部役員、委員の補充 

（１）本部役員、会計監査委員に欠員が生じた時は、運営委員会においてその都度選任に

ついて協議します。なお、補充の決議をした場合は、推薦委員会が推薦し、全委員

会において承認を得て補充し、任期は前任者の残任期間とします。 

（２）他の委員に欠員が生じた時は、原則としてその選出母体より補充し、任期は前任者

の残任期間とします。 

 

 

第 ６ 章  会 計 
 

第 22 条  経費は会費、およびその他の収入をもってこれにあて、第２章の目的達成のために使用し

ます。 

 

第 23 条  決算は会計監査委員の監査を経て、総会に報告します。 

 

第 24 条  会計年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わります。 
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細  則 
 

第 １ 条  校長は学校運営とＰＴＡ活動の関連性を考慮し、各種の会に参加できます。 

 

第 ２ 条  この会の組織構成は別図のとおりです。 

 

第 ３ 条  年度始め、各委員会が発足するまでは前年度の各委員会が協力し、十分な話し合いをしま

す。 

 

第 ４ 条  この会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については 

「個人情報取扱規則」に定め、適正に運用するものとする。 

 

 

慶 弔 規 定 
 

１．会員および児童の慶弔について、次のとおりとします。 

   （１）児童が死亡した場合の弔慰金は金 10,000円とします。 

   （２）会員が死亡した場合の弔慰金は金 10,000円とします。 

   （３）児童および教職員が２週間以上の入院加療を要した場合の見舞金は金 5,000 円とします。 

２．教職員の異動・退職に際しては花束等を贈ります。 

３．上記以外の慶弔の場合は、運営委員会で決定します。但し、緊急の場合は、本部役員で決定処理し

運営委員会で報告します。 

４．慶弔規定を見直す場合は、運営委員会で協議決定し、会員に報告します。 
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昭和 50年４月 1日 改正       

昭和 51年４月 1日 改正    

昭和 53年４月 1日 改正    

       昭和 55 年４月 1日 改正    

       昭和 56 年４月１日 改正    

       昭和 60 年４月１日 改正    

       昭和 61 年４月 1日 改正    

       昭和 63 年４月 1日 改正               

平成 ２年４月１日 改正 

平成 ６年４月１日 改正 

平成 13年４月１日 改正 

平成 21年４月１日 改正 

平成 23年４月１日 改正 

平成 24年４月１日 改正 

平成 17年３月１日 改正 

平成 30年 4月１日 改正 

       令和 2 年 7月 21日 改正 

令和 3年４月 26日 改正 
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南大野小学校ＰＴＡ組織図 
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